
 

様式第３号（第７条関係） 

 

会　議　録 

 

１　附属機関の会議の名称　　 

水戸市飯富市民センター運営審議会 

 

２　開催日時 

令和７年２月 17日（月）　午後１時 00分から午後２時 15 分まで 

 

３　開催場所 

水戸市飯富市民センター　研修室 

 

４　出席した者の氏名 

(1)　委　　員　 柏 　 清 隆，三田寺　敏男，大木　宏子，宮田　正子， 

久野　勝敬，増田　浩一 

(2)　執行機関　 久野　智之，薗部　篤生 

 

５　議題及び公開・非公開の別 

(1)　令和６年度市民センター事業経過報告について（公開） 

(2)　令和６年度市民センター利用状況について（公開） 

(3)　令和７年度市民センター事業計画（案）について（公開） 

(4)　その他（公開） 

 

６　非公開の理由 

 

７　傍聴人の数　０人 

 

８　会議資料の名称　 

令和６年度第２回水戸市飯富市民センター運営審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９　発言の内容 

執行機関　　　本日は，大変御多用のところ御出席をいただき，誠にありがとうございます。 

それでは，ただいまから，令和６年度第２回水戸市飯富市民センター運営審議

会を開会いたします。 

はじめに，　　会長より御挨拶をいただきます。 

　会　　長　　（挨拶） 

　　執行機関　　　ありがとうございました。 

　　　　　　　　　それでは，協議に移ります。本日の会議は，「水戸市附属機関の会議の公開に 

　　　　　　　　関する規定」に基づきまして，公開としております。事前に会議開催について 

ホームページ等でお知らせしておりましたが，傍聴人はおりませんので御報告 

いたします。 

　　会議の議長につきましては，市民センター条例第 12 条第１項に「審議会は， 

会長が招集し，会長は，会議の議長となる。」と定めておりますので，これより　　　　　　　　　 

会長に議長をお願いいたします。  

　　議　　長　　　それでは，暫時，議長を務めさせていただきます。皆様の御協力をお願いし 

　　　　　　　　ます。 

　本日の会議については，委員６名が出席しており，水戸市市民センター条例 

第 12 条第２項の規定に基づき，委員の半数以上が出席しているため，成立して 

いることを御報告いたします。 

　次に，議事録署名人の選出を行います。議長の指名でよろしいでしょうか。 

　　委　　員　　（異議なしの声） 

　　議　　長　　　では，議事録署名人は，　　委員と　　委員にお願いいたします。 

　　　　　　　　　それでは，議事に入ります。 

　　　　　　　　　はじめに，(1)令和６年度市民センター事業経過報告についてと，(2)令和 

６年度市民センター利用状況について，関連がありますので一括して事務 

局より説明をお願いします。 

執行機関　　（資料に基づき説明） 

議　　長　　　ただいまの説明について質問等ございますか。 

　　委員　　　市民センターの利用状況についてですが，やはり和室の利用が極端に少ない 

ですよね。確かに，テーブルと椅子での活動に慣れていて使いやすいというこ 

とがあったり，畳で立ったり座ったりがなかなか難しいといったこともあると 

は思います。ただ，これだけの利用状況であるなら，例えば，半分を長机と椅 

子を入れて会議室のような仕様にするということはできないのでしょうか。 

執行機関　　　市民センターとしては，様々な利用形態にお応えするということから，ほか

の市民センターも含め和室を備えているところでございます。ただ，現状とし

まして，和室に特化した利用をするクラブやサークルがいないものですから，

利用自体は低調になっているという状況ではございます。 

　　　　　　　しかしながら，和室を潰して会議室にしてしまいますと，今度は，和室を利



 

用したいという団体のニーズにお応えできないということが発生しますので，

なかなか難しいところではあるのかなと思います。 

　　委員　　　通常は和室の形にしておいて，必要な時だけ机と椅子を運び込んで使い，ま

た戻すというような利用の仕方はどうでしょうか。 

執行機関　　　養生するなど，畳に傷がつかないような丁寧な使い方をしていただく分には

問題ありません。 

議　　長　　　畳を傷つけないように使って，原状回復というような利用方法で使っていく

のもひとつですね。 

　　委員　　　図書室の利用が少ないのも，せっかく図書がそろっているのでもったいない

なという感じがします。 

執行機関　　　図書利用につきましても，たしかに低調のままではございますが，市民セン

ターで図書を借りられるということ自体を知らない方もいたりとか，中央図書

館から定期的に図書の入れ替えなどを行ってはいるものの，なかなか利用者の

ニーズに合った図書をそろえられないという状況もございます。また，図書館

につきましては，おおむね市内ブロック毎に整備されているということもあり，

市民センター図書をもっと増やすのか，あるいは無くても良いのかというとこ

ろも含めて，市民センター図書のあり方についても，検討がされていくべきか

なとも思います。 

議　　長　　　ほかに何かございますか。 

　　　　　　　市民センターの予約方法が変わる件についてですが，地区の事業や各種団体 

については，年間を通して予約を入れてもらっているところですが，そのあた 

りは変わりはないということでよいでしょうか。 

執行機関　　　地域コミュニティ団体の活動に関しては，事前に空き状況を確認して優先し 

て入れておくというのは可能ですので，その点については，これまでと変わら 

ず不便はないであろうと考えております。ただ，事業や会議等の日程が決まっ 

ている場合には，お早めに御連絡いただければと思います。　 

　　議　　長　　　ほかに何かございますか。 

　　　　　　　ないようであれば，(1)及び(2)の報告について，承認することとしてよろし 

いでしょうか。 

　　委　　員　　（異議なしの声） 

　　議　　長　　　異議なしと認め，(1)及び(2)の報告について承認します。 

次に，(3)令和７年度市民センター事業計画（案）について，事務局より説明 

をお願いします。 

　　執行機関　　（資料に基づき説明） 

　　議　　長　　　ただいまの説明について質問等ございますか。 

　　　　　　　　　なければ，(3)について，承認することとしてよろしいでしょうか。 

　　委　　員　　（異議なしの声）　　 

議　　長　　　異議なしと認め，(3)の報告について承認します。 



 

　　　　　　　次に(4)その他について，事務局のほうで何かありますか。 

執行機関　　（資料に基づき説明） 

議　　長　　　ただいまの説明について御質問，御意見等ございますか。 

　　委員　　　地域学校協働活動のことですが，私たちは時間がある限りは，できるだけ色

んなことをお手伝いしていきたいと思っております。ですので，保護者の方々

にも，地域の方に協力いただいているということを，もっと理解，認識しても

らえるとありがたいと思いますし，そうすれば，お手伝いする方も，もっとも

っとやる気になってくれるのではないかと思います。そのように理解してもら

いながらやっていかなければ，共存していくこともできないのではないかと思

いますね。 

　　委員　　　私も，＿＿委員の意見と同じように感じますね。実際今，どのくらいの協力

があるのでしょうか。 

　　委員　　　下校時の見守りの方で，藤井町で８名くらいの方が，月曜日から金曜日まで

交替で御協力いただいている状況です。登校時の方も，今月女性会の方に一週

間お手伝いしていただいたところてす。 

　　委員　　　学習支援の方はいかがですか。 

　　委員　　　今のところゼロです。 

　　　　　　　例えば，来週家庭科の授業でミシンを使うので，そのお手伝いができる方を

お願いしたいというように，連絡してすぐに来てもらうということはなかなか

大変ですよね。せめて１か月前くらいに御連絡できれば，お願いもしやすいと

は思うのですが，いかんせん見通しをもって授業を進めていくということが難

しいところもあり，そういった点で，人集めができていないというところであ

ります。 

執行機関　　　御協力いただけそうな方に事前にお声がけしておいて，学校から連絡があっ

た際には，その方にすぐ御連絡できるような体制にしていければ，こういった

学習支援の厚みも少しずつ増してくるのかなと考えておりますが，なかなかそ

こまでたどり着けていないという現状なのかなと思います。 

　　委員　　　この学習支援やゲストティーチャーというのは，単発ではなく１年間通して

何回か来てほしいというものもあるのですか。 

　　委員　　　この単元だけは特に来てほしいというものと，年間通して来てほしいという

ものと両方あります。また小学校だけでなく，中学校でも，特に数学などなか

なかついていけない子もいるので，そういった時に，先生１人では全員みるこ

とができない部分をフォローしていただきたいというようなことがあるみたい

ですね。 

議　　長　　　ほかに何かございますか。 

　　委員　　　現在，玄関に手すりを設置していただいていますが，今のような一人用では

なく，例えば何人かで手をかけられるように，段差のところにもう少し長い手

すりを付けてもらうことはできないのでしょうか。 



 

執行機関　　　手すりの形状や設置場所については，福祉用具の専門家の方に設置現場を見

ていただき，人間の手の使い方や動線の確保を考え，汎用性が効く福祉用具と

して備えたほうがよいのではないかという判断をいただいたうえでのものとな

っておりますが，もう少し検討したいと思います。 

議　　長　　　ほかに何かございますか。 

　　委員　　　スリッパの裏の汚れ等で，ホールの床も汚れてしまうのが気になります。市

民センターの方に，スリッパと下駄箱もきれいに拭いていただいてはいるので

すが，スリッパ自体が古くなっているせいもあり，どうしてもなかなかきれい

になっていかないし，床にも傷が付いたりしてしまうので，もう少し対策を考

えていただけるとありがたいです。 

議　　長　　　下駄箱の下足を置くところにスリッパを置いてしまったりすると，それでス

リッパの裏が汚れたりもするので，上履きと下足をきちんと分けて入れるとい

うことを，徹底できると良いですね。 

　　　　　　　そのほか何かございますか。ないようであれば，本日予定された協議事項は

以上となります。 

　　　　　　　では，事務局へ進行をお返しします。 

執行機関　　　慎重な御審議をいただき，ありがとうございました。 

　　　　　　　以上をもちまして，令和６年度第２回水戸市飯富市民センター運営審議会を

終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 

 

 

 


